
令和４度第１回大宮区市民活動ネットワーク交流会 次第 

令 和４年５月２４ 日（火 ） 

午後６時から 

大宮区役所 201・202 会議室 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）大宮区市民活動ネットワーク交流会のスケジュールについて 

 （２）大宮区市民活動ネットワークの支援制度について 

 （３）大宮区市民活動ネットワークだよりの発行について 

 （４）各団体の令和４年度事業計画及び令和３年度事業実績報告の 

提出について 

 （５）２０２２大宮区民ふれあいフェアについて 

 （６）交流会の今後の進め方について 

 （７）情報交換 

３ 閉  会  



資料１ 

令和４年度市民活動ネットワーク交流会のスケジュールについて 

広
報

団体イベント情報の

公開（随時） 

「イベント情報調書」様式１の提出により、各登録団体が主

催、参加する令和４年度のイベント情報をさいたま市ホーム

ページで公開 

会
議

第１回交流会(今回) ●交流会のスケジュールについて 他 

▼ 

広
報
紙

大宮区市民活動ネッ

トワークだよりの発

行（10/1） 

大宮区市民活動ネットワークだより第２２号を市報さいたま

大宮区版１０月号に折込み、区内全世帯に配布 

▼ 

区
民
ま
つ
り

２０２２大宮区民ふ

れあいフェア 

（10 月下旬) 

希望団体のブース出展による活動紹介等 

※6 月中旬の実行委員会にて開催を決定する予定 

▼ 

会

議

第２回交流会(11 月) ●市民活動ネットワークだより第２３号の発行スケジュール

等について 

●市民活動ネットワーク展示会について 

●第３回交流会について 

●登録団体のイベント紹介などについて 

▼ 

展
示
会

市民活動ネットワー

ク展示会（２月） 

●希望団体のブース出展による活動紹介（案） 

●登録団体のイベント紹介（案） 等 

場所：大宮図書館１階展示スペース 

期間：令和５年２月６日～21日※設営、撤去含み２週間程度

▼ 

会
議

第３回交流会 

(２～３月) 

●（案）市民活動ネットワーク登録団体研修会 

●登録団体のイベント紹介などについて 

▼ 

広
報
紙

大宮区市民活動ネッ

トワークだよりの発

行（3/1） 

大宮区市民活動ネットワークだより第２３号を市報さいたま

大宮区版３月号に折込み、区内全世帯に配布 



募集します 

ネットワーク登録団体への支援内容 

その３ 団体が実施する事業をＰＲします！ 

区ホームページにおいて団体の活動を紹介するとともに、団体が実施する事業のパン

フレットやチラシを区情報公開コーナーにて配布します。

区役所内の多目的室を使用できます！ 

団体の会議等会場として、区役所１階の多目的室を 

使用することができます。月３枠まで 

  ●収容人数：３６人 

  ●机：１２本 

  ●椅子：４０脚 

※現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、 

収容人数 24 人、机 12 本、椅子 24脚に制限しています。

その１ 

その２ 物品の貸与が受けられます！ 

団体が会議や事業で使用する次の物品を利用することができます。 

  ●プロジェクター（EPSON Offirio EB-1750） 

  ●スクリーン（60インチ：Ｗ1220mm×H910mm 重さ 6kg） 

  ●ラミネーター（A３判、A４判、カードサイズ対応） 

その５ 登録団体の交流の機会があります！ 

大宮区市民活動ネットワークに登録した団体が実施する事業の情報提供や交流の機会

として、大宮区市民活動ネットワーク交流会にご参加いただくことができます。 

その４ 団体が実施する事業に対する補助制度があります！ 

大宮区では、大宮区市民活動ネットワークに登録している団体が企画・運営するまち

づくりを支援するため、団体が実施する公益的な事業に対し、補助を実施しています。 

 補助金の額：事業にかかる経費の２分の１以内で、１事業につき 2０万円を 限度と

して、当該年度の予算の範囲内で補助します。 

大宮区では、区の魅力あるまちづくりを推進する市民活動団体を支援す

るため、市民活動ネットワークに登録する団体を募集しています。

資料２



大宮区市民活動ネットワーク 

公益活動支援事業補助制度のご案内

１ 補助の対象となる事業 

登録団体が区民を対象として区内で行う公益的な事業であって、次のい

ずれにも該当しないものとなります。 

（１）事業の主たる効果が区外に限定されるもの 

（２）事業により生じた利益、財産等を構成員に分配するもの 

（３）事業が本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐又は出資する団体

が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの 

（４）事業の内容が公序良俗に反するもの 

（５）宗教的又は政治的な活動と認められるもの 

（６）営利が目的であると認められるもの 

（７）暴力団（さいたま市暴力団排除条例（以下「条例」という。）第2条 

第 1号）が実施するもの 

（８）会員（役員等を含む）のうちに暴力団員（条例第 2条第 2号）又は暴

力団関係者（条例第 3条第 2項）に該当するものがある団体が実施す

るもの 

（９）その他区長が不適当と認めた事業 

※過去に補助金の交付を受けた事業と同一又は類似の事業に対する補

助は、1年度に1回限りとし、通算して３回を限度とします。 

１ 補助の対象となる事業 

大宮区では、地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりを推進す

るため、大宮区市民活動ネットワークに登録している団体が企画・運営

する公益的な事業に対し、補助を実施しています。 

大宮区の歴史や文化をはじめとする地域資源を活かした事業やコミュニ

ティの活性化に向けた事業などに補助制度をぜひご活用ください。



２ 補助金の額 

事業にかかる経費の２分の１以内で、１事業につき2０万円を限度に、当該

年度の予算の範囲内で補助します。 

補助金の対象となる経費は、謝礼等の報償費や消耗品等の需用費など、事業

に直接要する経費となります。 

ただし、次のいずれかに該当する経費は補助金の対象になりません。 

（１）交付決定通知日よりも前の日に事業に着手し、支出したもの 

（２）登録団体の事務所等を維持するための経費 

（３）登録団体の経常的な活動に要する経費 

（４）登録団体の構成員に対する謝礼等の人件費 

（５）飲食費 

（６）特定の個人・団体のみが利益を受ける資産形成につながるもの 

３ 

 事業の実施前に次の書類をそろえ、大宮区役所コミュニティ課にご提出く

ださい。 

（１）大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助金交付申請書 

（２）事業計画書 

（３）事業収入支出予算書 

（４）口座が確認できる書類 

（５）その他区長が必要とする書類 

各申請書様式など詳しくは、さいたま市ホームページをご確認ください。 

２ 補助金の額 

３ 補助の対象となる経費 

４ 申請の手続き 

さいたま市ホームページ 

大宮区＞区政情報＞区政について＞市民活動ネットワーク 

＞大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助制度のご案内 



資料３ 

大宮区市民活動ネットワークだよりの発行について 

1. ネットワークだよりの概要 

(1) 発行形態 

Ａ4判 4ページ 

「ＯＷＡＫＡＩだより」、「意見交換会だより」との合冊により発行 

（外側）     （内側） 

市民活動 

ネットワーク

だより 

ＯＷＡＫＡＩ

だより 

 意見交換会だ

より 

市民活動 

ネットワーク

団体紹介 

(2) 発行・配布時期、発行部数 

発行時期：令和４年９月下旬、令和５年２月下旬 

配布時期：市報さいたま大宮区版と併配（区内全戸配布） 

発行部数：６５，０００部（予定） 

2. 今後のスケジュール（予定） 

時期 内容 

５月 24 日(火) 第１回交流会 発行スケジュール等の確認 

６月 中旬 各団体において原稿作成 

下旬 各団体から事務局へ原稿を提出 

７月 下旬 各団体において初校原稿の校正 

各団体から事務局へ校正原稿を提出 

８月 下旬 各団体において原稿最終案の校正 

各団体から事務局へ校正原稿を提出 

印刷業者へ確定原稿を提出、印刷 

９月 下旬 市報さいたま１０月号大宮区版と併配 

（区内全戸配布） 



















資料４ 

大区コ第    号

令和４年５月２４日

 大宮区市民活動ネットワーク登録団体各位

大宮区役所区民生活部コミュニティ課長

令和４年度事業計画書及び令和３年度事業実績報告書の提出について（依頼）

万緑の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

また、日頃から区の魅力あるまちづくりに御協力いただき、厚くお礼申し上げ

ます。

さて、各団体の皆さまにおかれましては、令和４年度事業計画書及び令和３年

度実績報告書を作成のうえ、下記のとおり御提出くださいますようお願いします。

また、団体主催のイベント情報を大宮区ホームページで御紹介できます。掲載

を希望される場合は、随時、様式１イベント調書を御提出ください。

記

１ 提出様式

・令和４年度事業計画書 様式２

・令和３年度事業実績報告書 様式３

各団体ですでに作成したものがある場合は、様式は任意のものでもかまいま

せん。その場合は、実施日、実施場所、対象者、事業内容が分かるように作

成をお願いします。

※令和３年度事業実績報告について、新型コロナウイルス感染症の影響で団体活動を休止

していた場合、その旨御記入の上ご提出ください。

２ 提出期限

  令和４年６月１６日（木）

〒３３０－８５０１

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１

大宮区役所区民生活部コミュニティ課

担当：宮嶋、古川、吉野

ＴＥＬ０４８－６４６－３０２０

ＦＡＸ０４８－６４６－３１６１

mail：omiyaku-community@city.saitama.lg.jp 



様式１

項 目 記入欄（公開情報）

① 団 体 名

② 件 名

開催日：

開催時間：

施設名：

所在地：

対象者：

定員：

不 要 ・ 必 要

不 要 ・ 必 要

電話・FAX    電話： FAX：

関連URL

メールアドレス ＠
⑩ チ ラ シ
配 架 希 望

有 ・ 無

担 当 者 名 日 中 の 連 絡 先 電話：

※区役所１階の情報公開コーナーに３０部まで配架することがで
きます。

●１イベントにつき１枚ご提出ください。ただし、同じ内容のイベントを複数回開催する場合は１枚の調書に
まとめて提出してもかまいません。イベント情報は各月毎に公開します。

イベント情報調書

③開催日時

https://www．

事前申し込み等が必要な場合は具体的にご記入ください。

参加者から費用を徴収する場合は具体的にご記入ください。

⑧内容詳細

⑨問合せ先

④ 会 場

⑤対象者・
定 員

⑥申し込み
方 法

⑦ 参 加 費

部数が不足する場合は、様式をコピーしてご記入ください。



様式２

令和４年度事業計画書

実施予定日 実 施 場 所 対 象 者 事 業 内 容



様式３

令和３年度事業実績報告書

※令和３年度事業実績報告について、新型コロナウイルス感染症の影響で団体活動を休止していた場合も、その旨ご記入ください。 

実 施 日 実 施 場 所 対 象 者 事 業 内 容



資料５

例年１０月下旬に開催
※６月中旬にふれあいフェア実行委員会にて開催の可否を決定





資料６ 

交流会の今後の進め方について 

１．確認表とりまとめ結果 

・音楽会等の演奏機会があれば参加したい。 

・ハンドセラピー体験。 

・パンフレットの配布。 

・イベントの告知。 

２．市民活動ネットワーク交流会の実施状況について 

年度 内容 場所 

令和３年度 防災センター職員による展示解説、防災映像シ

アター等体験 ※中止 

さいたま市 

防災センター 

令和２年度 実施せず  

令和元年度 防災センター職員による展示解説、防災映像シ

アター等体験 ※中止 

さいたま市 

防災センター 

平成 30年度 ワークショップ 

テーマ：コミュニケーション－相手の話を聴い

て自分の思いを伝える－ 

講師：上田 孝彦氏（倫理療法カウンセリング）

大宮区役所会議室 

さいたま市立博物館の見学、学芸員による常設

展及び企画展の展示解説 

さいたま市立博物館 

平成 29年度 区の新しい観光資源である「造幣さいたま博物

館」の見学を通して、各ネットワーク団体間の

交流を深める 

造幣局さいたま支局

造幣さいたま博物館 

平成 28年度 ワークショップ 

テーマ：活動を続けるための「仲間の集め方」

と「資金調達」 

講師：村田 惠子氏 

（さいたまＮＰＯセンター専務理事） 

大宮区役所会議室 

平成 27年度 ワークショップ 

テーマ：イベントチラシの作り方 

講師：大工原 潤氏 

（さいたま市市民活動サポートセンター長） 

大宮区役所会議室 


